
 

1 

 

令和５年度 

 

宮崎地方最低賃金審議会 

第 1 回 特定最低賃金検討小委員会 

 

 

 

 

宮 崎 労 働 局 

 

 

 

 

 
開催日時 令和５年８月 16 日（水）13:30 

開催場所 宮崎合同庁舎２階 共用大会議室



 

2 

 

会  次  第 

 

１ 特定最低賃金の改正決定の必要性の有無に関する関係労使の意見につい

て 

 

２ 特定最低賃金の改正の必要性の有無について 

 

３ その他 



 

1 

 

１ 特定最低賃金の改正決定の必要性の有無に関する関係労使の意見につい

て 

 



 

2 

 

２ 特定最低賃金の改正の必要性の有無について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ その他 



 

 

令和５年度 

宮崎地方最低賃金審議会 

第 1 回産業別最低賃金検討小委員会 

資  料 

 

 

 

 

 

 

 

 

宮 崎 労 働 局 



 

 

令和５年度 

宮崎地方最低賃金審議会 

第 1 回産業別最低賃金検討小委員会資料目次 

 

１ 産業別最低賃金検討小委員会委員名簿 ····························· 1 

２ 産業別最低賃金に係る審議の流れ図（予定） ······················· 3 

３ 金額改正の意向表明と改正決定の申出 ····························· 5 

４ 改正申出に関する要件審査結果 ··································· 7 

５ 産業別最低賃金の改正決定の必要性の有無について（諮問） ········ 9 

６ 年次別最賃額及び引上額・引上率等一覧表 ························ 11 

７ 令和５年度特定最低賃金に関する関係労使意見聴取実施要領 ······· 13 

８ 令和５年度最低賃金に関する基礎調査結果 ························ 15 

 

 

 

 

 



令和5年8月16日

区分 氏 名 現 職

　 古賀
こ が

　修平
しゅうへい

宮崎産業経営大学法学部　准教授

三島　里都子
みしま　　　　りつこ

マリンバックス法律事務所　弁護士

　 森部
もりべ

　陽一郎
よういちろう

宮崎公立大学人文学部　教授

今村
いまむら

　彰博
あきひろ

宮崎トヨタグループ労働組合　執行委員長

鎌田
かまだ

　正洋
まさひろ

日本労働組合総連合会宮崎県連合会　副事務局長

中川
なかがわ

　育
いく

江
え

日本労働組合総連合会宮崎県連合会　会長

河野
か わ の

　洋一
よういち

宮崎県経営者協会　専務理事

　 酒匂
さ こ う

　重久
しげひさ

宮崎県商工会連合会　専務理事

野口
の ぐ ち

　和彦
かずひこ

宮崎県中小企業団体中央会　専務理事

各側五十音順

宮崎地方最低賃金審議会検討小委員会委員名簿

公

益

代

表

委

員

労

働

者

代

表

委

員

使

用

者

代

表

委

員

1

nakatamarik
フリーテキスト
資料１



2



改正の意向表明 (令和５年２月13日）

改正の申出 (令和５年７月14日）

〔資格要件の審査〕

必要性の有無の諮問

必要性の有無の審議 （８月16・18日）

必要性有の答申

金額改正の諮問

全会一致の場合

(10月に2回程度開催予定)

改正の答申

（第5回本審)

改正の決定

　　

効力発生

令第６条第５項の
適用により答申

異議申出（１５日以内）

改正の決定

官報公示（公示３０日後に効力発生）

(第4回本審　　８月28日）

金額の審議
肉製品・乳製品製造業等専門部会

電気機械器具等専門部会

各種商品小売業専門部会

（全会一致）　　　 自動車（新車）小売業専門部会

　　　令和５年度特定最低賃金に係る審議の流れ図（予定）

(第２回　本審８月３日）

検討小委員会
関係労使の意見聴取

(第4回本審　　８月28日）

効力発生
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宮崎労発基 0803 第１号 

令 和 ５ 年 ８ 月 ３ 日 

 

宮崎地方最低賃金審議会 

会長  橋口 剛和 殿 

 

 

                                              宮崎労働局長 坂根 登 

 

 

 宮崎県特定（産業別）最低賃金の改正決定の必要性の有無について（諮問） 

 

令和５年７月 14 日付けをもって申出代表者 日本労働組合総連合会宮崎県連合

会 中川育江会長から、最低賃金法（昭和 34 年法律第 137 号）第 15 条第１項の規

定に基づき、下記のとおり改正決定に関する申出があったので、同法第 21 条の規

定により、その必要性の有無について貴会の意見を求める。 

 

記 

 

１ 宮崎県自動車(新車)小売業最低賃金(平成 20 年宮崎労働局最低賃金公示第５号) 

 

申出者  自動車総連宮崎地方協議会販売部門連絡会 

議長(委員長) 

 

２ 宮崎県電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業

最低賃金（平成 20 年宮崎労働局最低賃金公示第３号） 

 

申出者  全日本電機・電子・情報関連産業労働組合連合会 

宮崎地域懇談会 代表 

 

３ 宮崎県各種商品小売業最低賃金（平成 20 年宮崎労働局最低賃金公示第４号） 

 

申出者  宮崎県小売産業別最賃労組連絡会 

代表幹事 

 

４ 宮崎県部分肉・冷凍肉、肉加工品、処理牛乳・乳飲料、乳製品製造業最低賃金 

（平成 20 年宮崎労働局最低賃金公示第２号） 

 

申出者  日本食品関連産業労働組合総連合会 

宮崎地区協議会 議長 
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令和５年度 特定（産業別）最低賃金に関する関係労使意見聴取実施要領 

【宮崎県特定最賃の改正決定必要性の有無】7/6 本審・運営小委員会確認 

 

１ 目的 

特定（産業別）最低賃金の決定等の必要性に係る審議に資するため、特定最低賃金改正

の申出を行った産業の関係労使それぞれの代表者から、その改正決定の必要性の有無に関

する意見を直接聴取する。 

 

２  実施日時 、実施場所 

    日時：令和５年８月16日（水）13時30分～16時00分 

場所：宮崎合同庁舎 ２階 共用大会議室 （予定） 

 

３  実施主体 

    宮崎地方最低賃金審議会 産業別最低賃金審議会検討小委員会 

  意見表明者へは、審議会会長名の開催通知を発送する。 

                  

４  推薦手続き 

（１）５月の日程調整時に、関係労使団体あて依頼（依頼済）。 

（２）別紙１「推薦名簿」は第１回本審までに、関係労使団体から提出する。 

 

５  意見発表・聴取要領 

（１）意見表明者は意見を別紙２「特定最低賃金の改正決定の必要性の有無に関する意見

書」（任意様式でも可）に記載し、地域別最低賃金答申後速やかに（第１回検討小員会

前日までに）事務局へ提出する。 

なお、やむを得ず当日持参する場合には、14部を用意すること。 

（２）発表に当たっては、所属組合・企業だけではなく、できるかぎり所属する産業全体の

意見も説明する。 

（３）意見書には発表の希望の有無を記載する。 

発表順は原則として、日本産業分類番号順とする。 

肉乳 → 電機 → 各種商品 → 新車小売 

（４）発表・聴取時間は１産業20分とし、内訳は意見発表労使各５分、質疑５分とする。 

   発表を希望しない場合は、提出された意見書を黙読し、質問が出た場合に労使各側が

回答できる場合は回答する。労働者側発表（質疑）、使用者側発表（質疑） 
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別紙２ 

 

 

第１回検討小委員会 

関係労使の意見聴取 

 

労働者側代表 意見陳述者控室 宮崎合同庁舎２階（ 総合労働相談室２ ） 
使用者側代表 意見陳述者控室 宮崎合同庁舎２階（ 情報公開室 ） 

 

 

開会 13：30 

  13：30 冒頭議事 

 

陳述予定時間 

13：35 肉乳 労側 

  13：40 質問 

  13：45 肉乳 使側（使側委員が補足説明） 

     

13：50 電機 労側 

  13：55 質問 

  14：00 電機 使側（使側委員が補足説明） 

   

14：05 各種商品 労側 

  14：10 質問 

  14：15 各種商品 使側（使側委員が補足説明） 

   

14：20 新車小売 労側 

  14：25 質問 

  14：30 新車小売 使側 

  14：35 質問 
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最低賃金に関する基礎調査結果

宮　崎　労　働　局

令和５年度

特定（産業別）最低賃金
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１　最低賃金に関する基礎調査の概要

２　参考資料（分布特性値等の説明）

３　令和５年度影響率(未満率)一覧

４　業種別・就業形態別賃金特性値の比較

５　業種別特性値表

６　業種別特性値表（年度別）

　

７　賃金分布（４業種）

目 次
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１　趣旨

２　調査産業

３　調査事業所規模、調査事業所数及び復元労働者数

適用事業所数 適用労働者数
調査事業所
規　　　模

調査事業所数 復元労働者数

肉、乳製品
等製造業

49 事業所 2,480 人 １００人未満 27 事業所 633 人

電気機械器
具等製造業

72 事業所 8,010 人 １００人未満 36 事業所 1,356 人

各 種 商 品
小　売　業

76 事業所 3,810 人 １００人未満 15 事業所 488 人

自　動　車
（新　車）
小　売　業

167 事業所 2,780 人 ３０人未満 122 事業所 1,723 人

４　調査対象事項

５　調査実施期日
　　令和5年5月9日から7月24日まで

最低賃金に関する基礎調査の概要

　令和5年6月1日から6月30日までの１ヶ月間（賃金締め切り日の定めがある
場合には、６月の最終給与締め切り日以前１ヶ月間）に支払われるべき賃金。

６　調査票の審査、集計及び母集団への復元は、宮崎労働局にて行った。

　宮崎県の特定（産業別）最低賃金の決定に係る調査審議の基礎資料を得るた
め、宮崎県内の民間企業労働者の賃金の実態を調査し、その結果を取りまとめた
ものである。

　日本標準産業分類に定める産業のうち、
①　部分肉・冷凍肉製造業、肉加工品製造業、処理牛乳・乳飲料製造業、乳
　製品製造業（処理牛乳・乳飲料製造業を除く）
②　電子部品・デバイス・電子回路製造業、電気機械器具製造業、情報通信
　機械器具製造業
③　各種商品小売業
④　自動車（新車）小売業

（特定（産業別）最低賃金適用産業分）
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分布特性値

イ　分位数を図示すれば、次のとおりである。

（イ）第１・１０分位数・・・１０等分し、低い方から最初の節の者の賃金。

第１・１０分位数

低 高

（ロ）第１・４分位数・・・４等分し、低い方から最初の節の者の賃金。

第１・４分位数

低 高

（ハ）中位数・・・・・・・２等分し、真ん中の節の者の賃金。

低 高

（ニ）第３・４分位数・・・４等分し、高い方から最初の節の者の賃金。

第３・４分位数

低 高

（ホ）第９・１０分位数・・・１０等分し、高い方から最初の節の者の賃金。

第９・１０分位数

低 高

ロ

（偏差係数）

　分散係数とは、下記の式により計算された数値をいい、その値の小さいほど分布
の広がり程度が小さいことを示す。

第３・４分位数　－　第１・４分位数
２×中位数

（イ）４分位分散係数 ＝

　労働者を賃金の低い者から高い者へと、一列に並べてとった分位数及び分散係数の
ことである。

▼

▼

▼
中位数

▼

▼

（ロ）１０分位分散係数 ＝
第９・１０分位数　－　第１・１０分位数

２×中位数
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未満率・影響率

　なお、これを累積度数分布図でみると、次のとおりである。

　未満率とは、現在設定されている最低賃金額を下回っている労働者の割合のことで
あり、影響率とは、最低賃金額を改定した場合、その改定後の最低賃金額を下回る労
働者の割合のことである。

未満率

影響率

分布

金額現
行
最
低
賃
金
額

改
定
後
最
低
賃
金
額

未満率

影響率

金額

100%

現
行
最
低
賃
金
額

改
定
後
最
低
賃
金
額
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令和5年度　影響率（未満率）一覧　「宮崎県最低賃金（地域別／産別）」

件名 地域最賃 肉・乳 電機 各種商品 自動車(新車)
4年度最賃額（円） 853円 853円 853円 853円 890円

引上げ額
上段：引上げ後額

下段：影響率
上段：引上げ後額

下段：影響率
上段：引上げ後額

下段：影響率
上段：引上げ後額

下段：影響率
上段：引上げ後額

下段：影響率
853円 853円 853円 853円 890円

1.69 % 3.71 % 1.73 % 0.00 % 1.46 %
854円 854円 854円 891円

5.38 % 8.42 % 19.27 % 1.63 %
855円 855円 855円 892円

5.38 % 8.52 % 19.27 % 1.63 %
856円 856円 856円 893円

7.98 % 8.59 % 19.53 % 1.63 %
857円 857円 857円 894円

7.98 % 8.59 % 19.53 % 1.63 %
858円 858円 858円 895円

8.36 % 9.29 % 19.53 % 1.63 %
859円 859円 859円 896円

8.36 % 9.29 % 19.53 % 1.73 %
860円 860円 860円 897円

8.36 % 9.46 % 19.53 % 1.80 %
861円 861円 861円 898円

9.84 % 9.76 % 19.80 % 1.87 %
862円 862円 862円 899円

9.84 % 9.76 % 19.80 % 1.87 %
863円 863円 863円 900円

9.84 % 9.76 % 19.80 % 1.87 %
864円 864円 864円 901円

10.21 % 9.76 % 26.86 % 2.14 %
865円 865円 865円 902円

10.21 % 9.76 % 26.86 % 2.14 %
866円 866円 866円 903円

11.33 % 9.94 % 34.18 % 2.14 %
867円 867円 867円 904円

11.33 % 9.94 % 34.18 % 2.14 %
868円 868円 868円 905円

11.33 % 10.99 % 34.18 % 2.14 %
869円 869円 869円 906円

11.33 % 10.99 % 34.18 % 2.14 %
870円 870円 870円 907円

11.33 % 11.16 % 34.18 % 2.14 %
871円 871円 871円 908円

12.44 % 11.16 % 35.52 % 2.14 %
872円 872円 872円 909円

12.44 % 11.16 % 35.52 % 2.28 %
873円 873円 873円 910円

12.44 % 11.34 % 35.52 % 2.28 %
874円 874円 874円 911円

12.82 % 11.69 % 35.52 % 2.36 %
875円 875円 875円 912円

12.82 % 12.04 % 35.52 % 2.36 %
876円 876円 876円 913円

13.19 % 12.17 % 39.14 % 2.36 %
877円 877円 877円 914円

13.19 % 12.34 % 39.14 % 2.36 %
878円 878円 878円 915円

13.19 % 12.52 % 40.21 % 2.43 %
879円 879円 879円 916円

13.19 % 12.69 % 41.02 % 2.43 %
880円 880円 880円 917円

13.19 % 12.87 % 41.02 % 2.57 %
881円 881円 881円 918円

13.37 % 12.87 % 41.02 % 2.57 %
882円 882円 882円 919円

13.37 % 12.87 % 41.28 % 2.57 %
883円 883円 883円 920円

13.37 % 13.04 % 43.50 % 2.57 %
884円 884円 884円 921円

13.37 % 13.04 % 49.68 % 2.57 %
885円 885円 885円 922円

13.56 % 13.04 % 50.21 % 2.57 %
886円 886円 886円 923円

13.93 % 13.57 % 50.21 % 2.57 %
887円 887円 887円 924円

13.93 % 13.57 % 50.21 % 2.57 %
888円 888円 888円 925円

13.93 % 13.57 % 50.21 % 2.64 %
889円 889円 889円 926円

13.93 % 13.57 % 50.21 % 2.64 %
890円 890円 890円 927円

13.93 % 13.57 % 50.21 % 2.64 %
891円 891円 891円 2.64円

13.93 % 13.92 % 50.21 % 2.64 %
892円 892円 892円 929円

13.93 % 14.62 % 50.21 % 2.64 %
893円 893円 893円 930円

14.12 % 14.62 % 50.21 % 2.86 %
894円 894円 894円 931円

14.12 % 14.62 % 50.21 % 2.86 %
895円 895円 895円 932円

14.12 % 14.79 % 50.21 % 2.86 %
896円 896円 896円 933円

14.12 % 14.79 % 50.21 % 2.93 %
897円 897円 897円 897円 934円

20.00 % 14.12 % 14.97 % 50.21 % 2.93 %
898円 898円 898円 935円

14.67 % 15.14 % 50.21 % 2.93 %
899円 899円 899円 936円

14.67 % 15.14 % 50.21 % 2.93 %
900円 900円 900円 937円

14.67 % 15.14 % 50.21 % 3.03 %
901円 901円 901円 938円

18.76 % 16.97 % 54.44 % 3.20 %
902円 902円 902円 939円

18.76 % 16.97 % 54.44 % 3.20 %
903円 903円 903円 940円

18.76 % 16.97 % 54.44 % 3.20 %

31円

30円

29円

26円

27円

28円

21円

22円

23円

24円

25円

11円

0円(未満率)

1円

2円

3円

4円

5円

6円

7円

8円

9円

10円

18円

19円

20円

12円

13円

14円

15円

16円

17円

32円

33円

34円

35円

36円

44円

45円

46円

37円

50円

49円

38円

47円

48円

39円

40円

41円

42円

43円
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業種別・就業形態別賃金特性値の比較

全て（一般＋パート）

179,270 196,893 220,337 109,793 244,397

1,224 1,196 1,316 972 1,476

142 時間 163 時間 167 時間 110 時間 166 時間

853 853 853 853 971

860 863 867 853 1,052

905 948 938 863 1,170

1,062 1,084 1,183 884 1,386

137,573 人 633 人 1,356 人 488 人 1,723 人

853 853 853 853 890

OK OK OK 222,222 OK

一般

220,076 215,775 228,030 176,940 245,689

1,310 1,252 1,345 1,101 1,479

167 時間 173 時間 170 時間 161 時間 167 時間

857 853 853 865 975

887 900 882 875 1,058

987 1,014 970 905 1,172

1,167 1,164 1,210 1,000 1,396

96,341 人 523 人 1,267 人 150 人 1,706 人

パート

83,962 107,055 111,301 79,883 113,161

1,023 930 902 915 1,252

84 時間 115 時間 124 時間 87 時間 97 時間

853 855 853 853 890

853 855 853 853 890

865 860 853 853 896

900 900 865 875 1,000

41,232 人 110 人 89 人 337 人 17 人

第１・２０分位数（円）

第１・１０分位数（円）

第１・　４分位数（円）

復元労働者数（人）

第１・２０分位数（円）

中位数　　　 　（円）

月平均賃金額（円）

月一人当たり労働時間数

地域別最賃
適用産業計

第１・２０分位数（円）

第１・１０分位数（円）

第１・　４分位数（円）

中位数　　　 　（円）

時間当平均賃金額（円）

最賃額（円）

復元労働者数（人）

肉・乳製品
製造業

電気機械器
具等製造業

各種商品小
売業

自動車（新
車）小売業

地域別最賃
適用産業計

肉・乳製品
製造業

電気機械器
具等製造業

各種商品小
売業

自動車（新
車）小売業

月平均賃金額（円）

時間当平均賃金額（円）

月一人当たり労働時間数

※

復元労働者数（人）

肉・乳製品
製造業

電気機械器
具等製造業

各種商品小
売業

地域別最賃
適用産業計

月一人当たり労働時間数

 「パート」とは、１日の所定労働時間又は１週の所定労働日数が、当該事業所におけ
る一般的な所定労働時間又は所定労働日数より少ない労働者をいう。

中位数　　　 　（円）

自動車（新
車）小売業

時間当平均賃金額（円）

第１・１０分位数（円）

第１・　４分位数（円）

月平均賃金額（円）
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令和5年度
全労働者

地域別最低
賃金適用産
業計

肉・乳製品
等製造業

電気機械器
具等製造業

各種商品小
売業

自動車（新
車）小売業

最低賃金額
（時間額）

853 853 853 853 890

第１・２０分位数
（円） 853 853 853 853 971

第１・１０分位数
（円） 860 863 867 853 1,052

第１・４分位数
（円） 905 948 938 863 1,170

中位数（円） 1,062 1,084 1,183 884 1,386

時間当平均賃金額
（円） 1,224 1,196 1,316 972 1,476

月平均賃金額
（円） 179,270 196,893 220,337 109,793 244,397

10.66% 9.38%
11.40%
12.15%

業　種　別　特　性　値　表

700

800

900

1,000

1,100

1,200

1,300

1,400

1,500

地
域
別
最
低
賃
金
適
用
産
業
計

肉
・
乳
製
品
等
製
造
業

電
気
機
械
器
具
等
製
造
業

各
種
商
品
小
売
業

自
動
車
（
新
車
）
小
売
業

第１・２０分位数（円）

第１・１０分位数（円）

第１・４分位数（円）

中位数（円）
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自 動 車 （ 新 車 ） 小 売 業

円

３
年

度

４
年

度

５
年

度
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